
いてお知知ららせいた き作成しているものです。たします。この資の資料資料料は、当は、当当は 金庫の金庫の金庫の決決算決算経算経経理理理規程規程に基づき当金庫の仮決仮決仮決決決算算算算内容につい
れた計算計算書類等ではありません。この仮決算 に義務付けられたものではありま 、れたものではので ありませんがんが、はありません。このの仮決算仮決算仮決算情報はは情報は情報は、法的法的にに義務務付けられ労働金労働金働金金金労働 庫法庫法第庫法第庫法第第44141条41条で定められ
様様にご理解いただくために、本決算と より集計した結果を自主的に開示 のです。を自主自主主的主的的的に開示に開示に開示に開示するもす もすす のですだくために、本決算と同様の基準に基準により集計した結果を当金庫金庫の直近直近の経営内容を皆様皆様
決算は法定されて ままませせせせん。ん。おりませんので、会計計監監査人監査の対象となっっておりま※半※半期決
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四四国国ろろうききんん

お客様に信頼され選択される《ろうきん》をめざします。



2017年度上半期の業績

預金残高の推移

預金者別残高割合（2017年9月末）

6,000億

5,500億

13億

10億

7億

4億

2017年3月末2016年9月末

10億2百万円

経常利益の推移業務純益の推移 当期純利益の推移

2016年9月末 2016年9月末 2016年9月末2017年9月末 2017年9月末

7億4百万円

2017年9月末

　預金は、期首から91億68百万円（1.56％）増

加し、2017年9月末の残高は5,957億56百万円と

なりました。当金庫の預金の内訳は、右記の通り

大部分が勤労者（個人）の皆様からお預かりした

ものです。団体預金は、労働組合や生協、自治体

等からお預かりしたものです。

　貸出金は、期首から24億98百万円（0.68％）増

加し、2017年9月末の残高は3,691億59百万円と

なりました。貸出金の大部分は、勤労者の住宅資

金や自動車費、教育費等に利用されています。団

体の貸出先は、主に自治体・公社、生協となって

います。

　今年度の仮決算損益は、前年同期と比べて減

収・減益となっています。マイナス金利政策によ

る市場金利の低下の影響等で、貸出金利息や預け

金利息が減少したことが主な要因となっています。

その結果、当期純利益は、前年同期を1億42百万

円下回る、5億61百万円となりました。　

5,957億56百万円
5,957億56百万円

2017年9月末

5,865億88百万円

※預金残高には、譲渡性預金の残高を含めています。 %は単位未満四捨五入

%は単位未満四捨五入

預金残高（2017年9月末）

3,691億59百万円
貸出金残高（2017年9月末）

3,662億36百万円

貸出金残高の推移

貸出先別残高割合（2017年9月末）

3,600億

3,700億

3,500億

2017年3月末2016年9月末 2017年9月末

1億75百万円減 2億10百万円減

1億42百万円減

個人
90％

団体
10％

個人
98％

団体
2％

5億61百万円

9億80百万円

※業務純益とは、一般事業会社の
「営業利益」に相当するもので、
資金の運用・調達、サービスの提
供など、金融機関の本来業務から
生じた利益のことです。

※経常利益とは、業務純益に貸出金
償却等の費用、株式等の損益など
を加減した利益で、金融機関の通
常業務による利益のことです。

※当期純利益とは、経常利益にその
年度限りの「特別利益」、「特別
損失」、税金等を加減した最終利
益です。

預金について

8億4百万円 7億91百万円

5,874億99百万円

3,691億59百万円
3,666億61百万円

貸出金について

損益について

金額及び諸比率の表示方法のご案内
金額単位………漓特段の表記がない場合は、各表に表示した金額単位未満の端数を切り捨てて記載しています。滷小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨てて記載しています。した
がって、内訳の合計と小計欄・合計欄が一致しない場合があります。澆該当する項目に計数がない場合は「－」、単位未満に計数がある場合は「0」で表示しています。
諸比率等………特段の表記がない場合は、円単位の計数を使用して算出の上、小数点第3位以下を切り捨てし、第2位までを記載しています。なお、官庁報告に係る諸比率等については、報告数値をそのまま
記載しております。



総貸出金残高
3,691億59百万円

総与信残高
3,697億2百万円

不良債権については、次の2つの指標を開示しています。これらは、自己資本比率と同様に経営の健全性を計る指標になります。

●リスク管理債権（単体）…労働金庫法（銀行は銀行法）に基づき、貸出金を対象とし査定したものです。約定どおりの返済が困難な取引先等
に対する貸出金のことをリスク管理債権といいます。四国ろうきんの貸出金に占めるリスク管理債権の割合は0.70％と低く、貸出金資産の健
全性が高いことが示されています。

0.70%
リスク管理債権

25億86百万円

26億36百万円

リスク管理債権内訳区分 （単位：百万円）

213

1,747

267

92

2,320

311

1,763

271

97

2,443

項   　　目 2017年9月末 （参考）2016年9月末2017年3月末

破綻先債権
延滞債権
3ヶ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合　計

（単位未満切捨て）（%表示は小数点第3位を切捨て）

351

1,891

254

89

2,586

開示対象債権区分

533

項   　　目 2017年9月末 （参考）2016年9月末2017年3月末

破産更正債権及び
これらに準ずる債権

（単位未満四捨五入）（%表示は小数点第3位を四捨五入）

624

1,577

360

2,470

1,583

369

2,604

1,669

343

2,636

●金融再生法ベース開示債権…金融再生法（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律）ベースで、貸出金のほか債務保証見返、未収利息、
仮払金などの総与信額における開示不良債権の状況です。四国ろうきんの開示債権の割合は0.71％と低く、資産の健全性が高いことが示され
ています。なお、不良債権については、優良保証機関の「保証」や「担保」等の処分によって、回収可能なものも含まれていますので、全て
が回収不能となるわけではありません。四国ろうきんでは、将来発生すると見込まれる損失に備えて引当金を積み立てています。

0.71%
金融再生法ベース開示債権

危険債権
要管理債権
合　計

2017年9月末 2017年3月末

34,638

（－）

78　

（52）

34,559

307,461

（－）

11.24％

11,699

599

12,298

35,179

（－）

83　

（55）

35,096

312,460

（－）

11.23％

11,899

599

12,498

１．自己資本の構成に関する主な開示事項
　　コア資本に係る基礎項目の額（イ）
　　（経過措置による算入額）
　　コア資本に係る調整項目の額（ロ）
　　（経過措置による不算入額）
　　自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）
　　リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
　　（経過措置による不算入額）
　　自己資本比率（国内基準）（ハ）／（ニ）
２．定量的な開示事項
　　信用リスクに対する所要自己資本の額
　　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
　　単体総所要自己資本額等

652

（単位：百万円）

（単位：百万円）自己資本比率の推移

自己資本比率の推移

自己資本比率（単体）

　自己資本比率とは、金融機関の経営の健全性を判断するための基準として法令により定められた指標です。貸出金などの総資産（リスクアセット）に対
して自己資本がどの程度の割合かを表し、比率が高いほど経営体力があるといえます。
　四国ろうきんのように、国内業務のみを行う金融機関の自己資本比率は、法令で4％以上（国内基準）であることが求められています。
　四国ろうきんの自己資本比率は11.23％となり、国内基準4％を大きく上回っています。

（注）当金庫では、9月期決算を法定
されておりませんが、内部規程
に基づき、3月末本決算に準じ
た仮決算を行っております。左
記2017年9月期の自己資本比率
は、この仮決算結果に基づいて
算定した概算値です。

　　

0

4.00

8.00

12.00

（％）

11.24％ 11.23％11.33％

2016年
9月末

2017年
3月末

2017年
9月末

国内基準

11.23%

（注）2017年9月末の計数は、労働金庫法第94条第1
項において準用する銀行法第21条の規定に基
づく開示項目により分類し、集計方法におい
ては当該仮決算数値に基づき、本決算時と同
様の基準により集計した結果によるものです。

（注）2017年9月末の計数は、金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法律施行規則第4条に規定
される各債権区分により分類し、当該仮決算数
値に基づき、本決算時と同様の基準により集計
した結果によるものです。なお、未収利息につ
いては、正常先として集計しています。

不良債権について

自己資本比率について
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有価証券の時価情報

（単位：百万円）

貸借対照表計上額
当期の損益に
含まれた評価差額

貸借対照表計上額
当期の損益に
含まれた評価差額

貸借対照表計上額
当期の損益に
含まれた評価差額

2017年9月末 2017年3月末 2016年9月末（参考）

売買目的有価証券 － － － － － －

１．売買目的有価証券

（単位：百万円）

種　類

国　　債
地　方　債
短期社債
社　　債
そ　の　他
小　　計
国　　債
地　方　債
短期社債
社　　債
そ　の　他
小　　計

貸借対照表
計上額

時　価 差　額
貸借対照表
計上額

時　価 差　額
貸借対照表
計上額

時　価 差　額

2017年9月末 2017年3月末 2016年9月末（参考）

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

合　　計

1,698
199
－
400
－

2,298
－
－
－
－
－
－

2,298

1,771
207
－
417
－

2,396
－
－
－
－
－
－

2,396

72
7
－
17
－
98
－
－
－
－
－
－
98

1,698
199
－
400
－

2,298
－
－
－
－
－
－

2,298

1,780
209
－
420
－

2,410
－
－
－
－
－
－

2,410

82
9
－
20
－
112
－
－
－
－
－
－
112

1,698
199
－
600
－

2,498
－
－
－
－
－
－

2,498

1,804
211
－
624
－

2,639
－
－
－
－
－
－

2,639

105
11
－
24
－
141
－
－
－
－
－
－
141

２．満期保有目的の債券

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式の時価を把握することが極めて困難と認められるため、下記５．に記載しております。

（単位：百万円）

種　類

株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
　短期社債
　社　債
そ　の　他
小　　計
株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
　短期社債
　社　債
そ　の　他
小　　計

貸借対照表
計上額

取得原価 差　額
貸借対照表
計上額

取得原価 差　額
貸借対照表
計上額

取得原価 差　額

2017年9月末 2017年3月末 2016年9月末（参考）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

合　　計

－
7,826
2,190
311
－

5,324
5,738
13,565

－
2,472
1
－
－

2,470
7,790
10,263
23,828

－
7,607
2,109
299
－

5,198
5,258
12,866

－
2,505
1
－
－

2,503
8,189
10,694
23,561

－
218
80
11
－
126
480
699
－

△ 32
△ 0
－
－

△ 32
△ 398
△ 431
267

－
8,462
2,208
313
－

5,940
4,607
13,070

－
2,028
1
－
－

2,026
9,020
11,048
24,118

－
8,210
2,111
299
－

5,798
4,160
12,370

－
2,105
1
－
－

2,104
9,532
11,638
24,009

－
252
96
14
－
141
447
699
－

△ 77
△ 0
－
－

△ 77
△ 512
△ 590
109

－
8,625
2,233
316
－

6,075
4,980
13,605

－
1,363
0
－
－

1,362
9,737
11,100
24,706

－
8,312
2,113
299
－

5,899
4,642
12,955

－
1,405
0
－
－

1,404
10,627
12,032
24,987

－
312
119
16
－
175
338
650
－

△ 41
△ 0
－
－

△ 41
△ 889
△ 931
△ 281

４．その他有価証券

（単位：百万円）

子会社・子法人等株式
関連法人等株式
非上場株式
　　　合　　計

2017年9月末 2017年3月末 2016年9月末（参考）

10
－
45
55

10
－
45
55

10
－
45
55

５．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の主な内容および貸借対照表計上額

（注）
1．時価は、2017年9
月末における市場
価格等に基づいて
います。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．時価を把握するこ
とが極めて困難と
認められる有価証
券は本表には含め
ておりません。

（注）
1．貸借対照表計上額
は、2017年9月末
における市場価格
等に基づく時価に
より計上したもの
です。

2．社債には、政府保
証債、公社公団債、
金融債、事業債が
含まれます。

3．時価を把握するこ
とが極めて困難と
認められる有価証
券は本表には含め
ておりません。

〒760-0011　高松市浜ノ町72番3号　TEL.087-811-8000　FAX.087-811-8100
○本部フリーダイヤル 0120-505-690　○ろうきんダイレクトヘルプデスク 0120-459-690　○多重債務相談デスク 0120-174-690
ホームページ http://www.shikoku-rokin.or.jp
モバイルサイト http://www.shikoku-rokin.or.jp/m/　スマートフォンサイト http://www.shikoku-rokin.or.jp/sp/

「ろうきん」と「銀行」
 どこが違うの？ 目的が違います

ろうきんは、はたらく仲間が
つくった福祉金融機関です。

運営が違います

ろうきんは、営利を目的と
しない金融機関です。

運用が違います

ろうきんは、生活者本位に
考える金融機関です。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合など
のはたらく仲間が、お互いを助け合うため
につくった協同組織の金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法というルールに基
づいて、営利を目的とせず公平かつ民主的
に運営されています。

はたらく人からお預かりした資金は、はた
らく人たちの大切な共有財産として、はた
らく仲間とその家族の生活を守り、より豊
かにするために役立てられています。

四国労働金庫


